
平成１６年（ネ）第４２４号損害賠償請求控訴事件（原審・さいたま地方裁判所平
成１４年（ワ）第２３２０号）
口頭弁論終結日　平成１６年２月２３日
                    判決
              控訴人　　　　　　　　　株式会社武蔵情報システム
              同訴訟代理人弁護士      伊　東　　　章
              被控訴人　　　　　　　　Ｂ
              同訴訟代理人弁護士      坂　下　裕　一
              同　　　　　　　　　　　佐　藤　倫　子
                    主文
　　　　　１　本件控訴を棄却する。
　　　　　２　控訴費用は控訴人の負担とする。
                    事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　控訴人
    (1)　原判決を取り消す。
    (2)　被控訴人は，控訴人に対し，３５０万円及びこれに対する平成１４年１１
月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
    (3)　訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
    (4)　仮執行宣言
  ２　被控訴人
  　主文第１項と同旨
第２　事案の概要
  １　控訴人は，その従業員であった被控訴人に対し，同人が業務上知り得たデー
タを，控訴人に無断で，第三者に漏洩したから，これは，業務上知り得た秘密を第
三者に漏洩しないことを定めた雇用契約上の特約違反に当たり，また，営業秘密を
不正に開示したものとして不正競争防止法２条１項４号又は７号に当たる旨主張し
て，主位的に，債務不履行に基づく損害賠償請求として，予備的に，不正競争防止
法４条に基づく損害賠償請求として，損害金３５０万円及びこれに対する訴状送達
日の翌日である平成１４年１１月２２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合
による遅延損害金の支払を求めた。
    　原判決は，控訴人の本訴請求をいずれも棄却したのに対し，控訴人は，その
変更を求めて本件控訴を提起した。
  ２　当事者の主張は，次のとおり当審における追加的な主張の要点を付加するほ
か，原判決の「事実及び理由」欄の「第２　原告の請求原因」，「第３　原告の請
求原因に対する被告の答弁及び主張」に記載のとおりであるから，これを引用す
る。
    （ただし，原判決１頁２５行目の「原告は」を「被控訴人は」と，同３頁９行
目の「不正競争よって」を「不正競争によって」と，同１０行目の「被告の損害」
を「控訴人の損害」と，同１３行目の「金額の額」を「金銭の額」とそれぞれ改
め，同４頁１７行目冒頭から１９行目末尾までを削除する。）
  ３　当審における控訴人の追加的な主張の要点
    (1)　被控訴人の不正競争行為は，不正競争防止法２条１項４号又は７号に該当
する。
    (2)　被控訴人の債務不履行による控訴人の損害については，不正競争防止法５
条３項（平成１５年法律第４６号による改正後のもの，以下同じ）を類推適用すべ
きである。
    (3)　本件においては，控訴人は，損害発生の事実を立証する必要はない。すな
わち，不正競争防止法５条３項は，「当該侵害に係る営業秘密の使用」（同項３
号）に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を，損害額と推定している。上
記規定の趣旨は，不正な手段による営業秘密の侵害が発生すれば，そのこと自体に
より，侵害者が利益を取得し，被侵害者が損害を被ったことが推測されるから，あ
えて被侵害者が損害発生の事実を立証する必要がないことを定めたものと解すべき
である。したがって，本件においては，不正競争防止法２条１項４号又は７号所定
の不正競争行為が行われた以上，控訴人が上記推定額を請求するために，損害発生
の事実を立証する必要はない。
    (4)　本件においては，控訴人に現実に損害が発生している。すなわち，控訴人
会社の従業員であるＣ（以下「Ｃ」という。）は，被控訴人から営業秘密を入手し



たＤ（以下「Ｄ」という。）から勧誘されて，Ｄの下で働く決意をし，平成１３年
１月３１日，控訴人会社に対し退職届を提出したが，その後，控訴人の長時間にわ
たる説得により翻意したものである。また，同じく従業員であったＥ（以下「Ｅ」
という。）は，平成１４年３月３１日，突然控訴人会社を退職したが，これも，被
控訴人から営業秘密を入手したＤの勧誘によるものと考えられる。
  ４　当審における被控訴人の追加的な主張の要点
    (1)　控訴人は，請求原因として，損害発生の事実を主張立証すべきである。
    (2)　仮に，損害発生の事実が請求原因ではなく，損害の不発生が抗弁となると
しても，本件において，控訴人に損害が発生していないことは明らかである。
      　すなわち，Ｄが控訴人会社所属のシステムエンジニアを実際に引き抜いた
事実は一切ないし，その他，Ｄが本件データを利用して競業行為を行うなど控訴人
に損害を与えた事実はないから，上記抗弁が成立するのは明らかである。控訴人会
社の実質的代表者であるＦ（口頭弁論終結後に代表取締役となった。）は，控訴人
会社所属のシステムエンジニアがＤにより引き抜かれそうになった旨証言するが，
そのようなことがあったとしても，これが被控訴人の行為の結果生じたものとはい
えないし，引き抜かれそうになっただけでは損害といえない。
      （なお，控訴人が上記引き抜きの事実を立証するためとして提出した甲１３
の１１，甲１４の５は，時機に後れて提出された攻撃防御方法として，民訴法１５
７条により却下されるべきである。）
第３　当裁判所の判断
  １(1)　当事者間に争いがない事実並びに証拠（甲１ないし４，甲６，甲７，甲９
の１・２，甲１０，甲１１の１・２，甲１２，甲１３の４・６・８・１０・１１・
１３，甲１４の１・２・４・５・６，乙１，２，原審証人Ｆ，同Ｇ，被控訴人本人
（原審））及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる（なお，控訴人
の甲１３の１１，甲１４の５の提出により，本件訴訟の完結が遅延することとなる
とは認められないから，被控訴人の攻撃防御方法の却下の申立ては理由がな
い。）。
      ア　被控訴人は，平成１２年３月３０日，時間給８００円，「業務上知り得
た秘密については，作業期間中も作業契約が終了した後も第三者に漏洩しない。」
等の約定で，控訴人会社に雇用された。被控訴人は，控訴人会社所属のシステムエ
ンジニアの月々の請求額をデータとして入力し，顧客先に対して送付する請求書を
作成するなどの経理事務等に従事していた。
      イ　控訴人は，コンピューターのソフトウェアの開発・企画及び販売等を目
的とする株式会社である。具体的には，システム開発業務を請け負い，約７０名の
システムエンジニアを顧客に派遣する人材派遣業務を行っていた。控訴人会社の業
務上，優秀なシステムエンジニアを多数抱えることが重要であったことから，シス
テムエンジニアの引き抜きを防止するため，控訴人会社所属のシステムエンジニア
に関する情報，すなわち，システムエンジニアの連絡先や，システムエンジニアの
売上高，報酬額，その差額である粗利益等のシステムエンジニアに関する情報（本
件データ）は，人材派遣業の営業上の秘密事項であった。
        　本件データは，控訴人会社本社に設置されたサーバーコンピューターの
データベースに管理されており，本件データにアクセスするためには，上記サーバ
ーコンピューターにアクセスした上，パスワード及びＩＤを入力する必要があっ
た。
        　被控訴人を含め，控訴人会社本社に勤務する従業員５名には，事務処理
の必要上，パスワード及びＩＤが知らされ，本件データにアクセスできるようにな
っていた。反面，控訴人会社所属の約７０名のシステムエンジニアには，パスワー
ド及びＩＤが知らされず，本件データにアクセスできないようになっていた。
      ウ　被控訴人は，平成１３年３月７日から同年４月６日までの間，控訴人会
社本社での経理事務のほか，週３日ほど控訴人の顧客である訴外会社（株式会社富
士通中国システムズ）のシステム開発業務に従事することになった。同様に，控訴
人会社の従業員のＧ（以下「Ｇ」という。）も，同年２月２４日から同年５月３１
日までの間，訴外会社のシステム開発業務に従事した。現場では，控訴人の委託を
受けたＤが，システムエンジニアとして開発業務に従事し，責任者の立場で作業を
指揮していた。
        　被控訴人は，上記システム開発業務に従事していた期間中，Ｄの依頼に
応じて，控訴人会社本社のデータベースに保管されていた本件データをフロッピー
ディスクに保存した上，３回にわたって，その内容をパソコンの画面に一時的に表



示して，Ｄに開示した（以下「本件開示行為」という。）。Ｇは，本件開示行為を
目撃していた。
        　Ｄは，当時，控訴人から独立して，自らシステムエンジニアを抱えてシ
ステム開発事業を行うことを計画していた。
      エ　Ｇを含め，控訴人会社所属の４名のシステムエンジニアが，次のとお
り，Ｄから，控訴人会社を離れてＤと共に働くことの勧誘を受けた。
        　すなわち，Ｇは，上記ウのシステム開発業務に従事中，Ｄから上記趣旨
の勧誘を受けた。
        　また，Ｈは，平成１３年６月ころ，Ｄから上記趣旨の勧誘を受けた。
        　さらに，Ｃは，平成１４年１月ころ，Ｄから上記趣旨の勧誘を受け，同
月３１日，控訴人に退職届（甲１４の６）を提出したが，その後，控訴人からの説
得を受けて，上記退職届を撤回した。（なお，上記退職届の提出により，同年２月
１日には，Ｃに対する上記勧誘の事実が明らかになり，その調査の過程で，被控訴
人の本件開示行為も判明した。）
        　加えて，Ｅは，平成１４年３月，Ｄから上記趣旨の勧誘を受けた。な
お，控訴人会社従業員のＩは，同月，Ｄからの依頼に応じ，Ｅの連絡先等の情報を
Ｄに教えた。
      オ　Ｄによる上記勧誘にもかかわらず，控訴人会社所属のシステムエンジニ
アのうち，同社を離れて実際にＤと共に働くことになった者はいない。また，Ｄに
よる上記Ｃ及びＥに対する勧誘行為が，被控訴人の本件開示行為に基づくものであ
るとは認められない（なぜなら，①本件開示行為の態様は，被控訴人がＤに対し，
３回にわたって，本件データの内容をパソコンの画面に一時的に表示して開示した
というものにすぎず，Ｄが本件データの内容を正確に保存し利用することができる
態様ではない。②Ｃについては，勧誘を受けたのは，本件開示行為から１年近くも
経過してからであるから，同勧誘が本件開示行為に基づくものであるとは認められ
ない。③Ｅについても，同様の理由により，勧誘が本件開示行為に基づくものであ
るとは認められず，むしろ，Ｉから教えられた情報に基づいてＤによる勧誘が行わ
れたものとも考えられるからである。）。
      カ　被控訴人は，平成１４年３月３１日，控訴人会社を退職した。
    (2)　なお，被控訴人は，原審において，「被控訴人は，請求書作成の便宜のた
め，独自に，取引先名，取引先担当者名，社員名，時給，勤務時間，請求書作成
日，請求書郵送日等を一覧表にしたデータを個人用に作成していたところ，平成１
３年３月１４日ころ，Ｄから，振り込まれた給与が少ないので確認したいと頼まれ
て，上記データを１回見せただけである。」旨供述し，乙第１号証にも同趣旨の記
載がある。しかしながら，Ｄに振り込まれた給与額が少ないのであれば，Ｄが控訴
人会社の担当者に直接問い合わせるのが自然であるのに，わざわざ被控訴人に確認
を依頼したという点や，本件データが控訴人会社に存在するにもかかわらず，合理
的な理由もなく，わざわざ被控訴人が個人用にデータを作成したという点など，被
控訴人の上記供述内容等自体不自然といわざるを得ず，原審証人Ｇの証言に照らし
ても，採用することはできない。
      　一方，控訴人は，「被控訴人が，訴外会社の開発業務に従事中，Ｄに対
し，ほぼ毎週３回程度，更新された本件データをフロッピーディスクに保存して交
付した。」旨主張し，Ｇの陳述書（甲９の１，２）には，これに沿う内容の陳述記
載があるが，原審証人Ｇは，「上記陳述記載は，被控訴人がＤに本件データを見せ
ていたとの趣旨であり，フロッピーディスクを渡すところは見ていない。」旨証言
しているから，フロッピーディスク交付の事実までは認めることはできない。
  ２　上記認定の事実を前提に判断する。
    (1)　主位的請求について
      　控訴人と被控訴人との間の雇用契約において，被控訴人が業務上知り得た
秘密は作業期間中及び作業契約の終了後でも第三者に漏洩しない旨の特約が成立し
ていることは，当事者間に争いがない。
      　しかるに，前記認定のとおり，被控訴人は，業務上知り得た秘密である本
件データを第三者であるＤに漏洩したことが認められるから，被控訴人には，上記
特約の債務不履行があるというべきである。
      　しかしながら，民法上の債務不履行について，民法の特別法である不正競
争防止法５条３項の規定が適用ないし類推適用される余地はないというべきである
から，控訴人の損害に関する主張は，それ自体失当である。したがって，控訴人の
主位的請求は理由がない（なお，後記(2)のとおり，本件開示行為により控訴人には



損害が発生していないものと認められるから，この観点からも，主位的請求は理由
がない。）。
    (2)　予備的請求について
      ア　本件データが，控訴人会社本社に設置されたサーバーコンピューターの
データベースに管理され，それにアクセスするためには，被控訴人を含めた５名の
本社勤務の従業員のみに知らされていたパスワード及びＩＤが必要であったこと
は，当事者間に争いがないから，本件データは，秘密として管理されていたものと
認められる。
        　また，本件データは，前記認定のとおり，控訴人の人材派遣業務に有用
な営業上の情報であると認められるばかりでなく，その情報の内容に照らして，公
然と知られていないものと認められる。
        　したがって，本件データは，不正競争防止法２条４項所定の「営業秘
密」に該当するものというべきである。
      イ　しかしながら，被控訴人が，本件開示行為当時，不正の競業その他の不
正の利益を得る目的，ないしは営業秘密の保有者に損害を加える目的を有していた
ことまで認めるに足りる的確な証拠はない（前記認定のとおり，本件開示行為の態
様は，被控訴人がＤに対し，３回にわたり，本件データの内容をパソコンの画面に
一時的に表示して開示したというものにすぎないことも考慮すれば，なおさら上記
図利加害の目的を認めるに足りない。）。したがって，本件開示行為が，不正競争
防止法２条１項７号所定の営業秘密の不正開示に該当するということはできない
（なお，被控訴人は，もともと本件データを業務上使用していたのであるから，本
件データは，窃取，詐欺，強迫その他の不正の手段により取得されたものではない
ので，本件開示行為は同項４号には該当しない。）。
      ウ　また，仮に，被控訴人のＤに対する本件データの漏洩が，不正競争防止
法２条１項７号所定の営業秘密の不正使用若しくは開示に当たるとしても，本件に
おいては，控訴人に損害の発生はあり得ないものというべきである。
        　すなわち，不正競争防止法５条３項は，同法２条１項７号所定の不正競
争により営業上の利益を侵害された者は，当該侵害に係る営業秘密の使用に対し受
けるべき金銭の額に相当する額の金銭を，自己が受けた損害の額としてその賠償を
請求することができる旨規定する。同規定によれば，営業上の利益を侵害された者
は，損害の発生について主張立証する必要はなく，営業上の利益の侵害の事実と受
けるべき金銭の額を主張立証すれば足りるものであるが，侵害者は，損害の発生が
あり得ないことを抗弁として主張立証して，損害賠償の責めを免れることができる
ものと解するのが相当である。けだし，同規定は，不法行為に基づく損害賠償請求
において損害に関する被害者の主張立証責任を軽減する趣旨の規定であって，損害
の発生していないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務があるとするこ
とは，不法行為法の基本的枠組みを超えるものというほかなく，同規定の解釈とし
て採り得ないからである。
        　しかるに，前記認定事実によれば，①本件開示行為の態様は，被控訴人
がＤに対し，３回にわたって，本件データの内容をパソコンの画面に一時的に表示
して開示したというものにすぎず，Ｄが本件データの内容を正確に保存し利用する
ことができる態様ではないこと，②控訴人会社所属の４名のシステムエンジニア
が，Ｄから，控訴人会社を離れてＤと共に働くことの勧誘を受けたものの，上記勧
誘にもかかわらず，控訴人会社所属のシステムエンジニアのうち，実際に控訴人会
社を離れてＤと共に働くことになった者はいないこと，③ＤによるＣ及びＥに対す
る上記勧誘行為が，被控訴人の本件開示行為に基づくものであるとは認められない
ことが明らかであるところ，これらの事実によれば，本件開示行為により控訴人に
は損害が発生していないものと認められる。したがって，本件において，被控訴人
が不正競争防止法５条３項に基づき損害賠償責任を負うことはないというべきであ
る。
  ３　結論
    　以上によれば，控訴人の被控訴人に対する本訴請求をいずれも棄却すべきも
のとした原判決は相当であって，控訴人の本件控訴は理由がないから，これを棄却
することとし，主文のとおり判決する。

          　　東京高等裁判所知的財産第１部

            　　      裁判長裁判官   　 北　　山　　元　　章



                          　裁判官　　　清　　水　　　　　節

                          　裁判官　　　沖　　中　　康　　人


